
総 財 務 第 ６ 号 
令和３年１月 26日 

 

 

各都道府県財政担当部長 

各都道府県公共施設マネジメント担当部長 

各都道府県市区町村担当部長 

各指定都市財政担当局長 

各指定都市公共施設マネジメント担当局長 

 

 

総務省自治財政局財務調査課長  

（ 公 印 省 略 ）  

 

 

令和３年度までの公共施設等総合管理計画の見直しに当たっての 

留意事項について 

 

 

公共施設等総合管理計画（以下「総合管理計画」という。）は、令和２年３

月 31日時点で、全地方公共団体の 99.9％にあたる 1786団体において策定済み

となり、また、個別施設計画についても、令和２年 10月 13日に開催されたイ

ンフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議幹事会において、令和２年

度末には、ほとんどの施設類型で８割以上の策定率となる見込みとの調査結果

が示されました。 

このような中、具体的な施設の状況に基づき、長期的な視点をもって、公共

施設マネジメントを推進する観点から、「経済財政運営と改革の基本方針 2019

～『令和』新時代：『Society 5.0』への挑戦～」（令和元年６月 21日閣議決

定）等も踏まえつつ、令和３年度中に個別施設計画等を反映した総合管理計画

の見直しを行うことが重要です。 

総務省としても、これまで、公共施設等総合管理計画に関し、「公共施設等

総合管理計画の策定にあたっての指針」（平成 26年４月 22日付け総財務第 75

号総務省自治財政局財務調査課長通知（平成 30年２月 27日付け総財務第 28

号同課長通知により改訂）。以下「指針」という。）、同日付け事務連絡「公共

施設等総合管理計画の更なる推進のための留意点について」（以下「平成 30年

２月通知」という。）、同年４月 25日付け事務連絡「公共施設等の適正管理の

更なる推進について」（以下「平成 30年４月通知」という。）などにより、見

直しに当たっての留意点等についてお示ししてきたところですが、今般、総合

管理計画の見直しに際し、記載事項の考え方等について、改めて周知いたしま

す。 

御中 
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26：公共施設等総合管理計画の見直し時期の弾力化及び計画内容の簡素化（総務省）



 

 

貴団体におかれては、本通知の趣旨を十分御理解いただくとともに、各都道

府県におかれては、貴都道府県内市区町村（指定都市を除く。）に対しても本

通知について速やかに御連絡いただき、その趣旨を周知いただくようお願いし

ます。 

なお、この通知は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 245条の４第１

項（技術的な助言）に基づくものであることを申し添えます。 

 

記 

 

第一 総合管理計画の見直しについて 

一 総合管理計画の見直しに当たっての基本的な考え方 

これまでも総合管理計画については、指針等において、「総合管理計画及

び個別施設計画の策定に伴い実施する点検・診断や個別施設計画に記載した

対策の内容等を反映させるなど、不断の見直しを実施し順次充実させていく

ことが適当である」としているところであるが、その策定を要請してきた平

成 26年度から平成 28年度以降、一定の期間が経過するとともに、国（各省）

のインフラ長寿命化計画が令和２年度中に見直される予定であることも踏

まえ、令和３年度中に、総合管理計画の見直しを行うこと。 

その際、総合管理計画の期間内であっても、また、全ての個別施設計画の

策定が完了していないとしても、その時点で策定済の個別施設計画等を踏ま

え、見直しを行うこと。 

 

二 総合管理計画の見直しに当たって記載すべき事項等 

   総合管理計画の記載事項については、これまでも指針等によりお示しし

てきたところであるが、改めて、見直しに当たっての考え方について、以

下のとおりお示しするので、ご留意いただきたい。（カッコ内は指針等に

おける該当箇所） 

   なお、以下に示す事項以外の事項についても、指針等も踏まえつつ、各

団体の判断により、公共施設マネジメントの推進に必要な事項を記載する

こと。 

 

１ 必須事項 

① 基本的事項 

  以下の事項は、総合管理計画の基本的な構成要素であるため、盛り込

む必要があること。 

         ・ 計画策定年度及び改訂年度 

・ 計画期間（指針 P.２ 第一 二（１）） 

・ 施設保有量（指針 P.２ 第一 一（１）） 

・ 現状や課題に関する基本認識（指針 P.２ 第一 二（３）） 

・ 過去に行った対策の実績 
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・ 施設保有量の推移 

・ 有形固定資産減価償却率の推移（指針 P.７ 第三 六） 

  

② 維持管理・更新等に係る経費（指針 P.２ 第一 一（３）、平成 30年

４月通知） 

 以下の事項は、総合管理計画の進捗や効果等を評価するために不可

欠な要素であるため、盛り込む必要があること。また、既に総合管理

計画に盛り込まれている場合であっても、策定済の個別施設計画等を

踏まえ、精緻化を図ること。 

  ・ 現在要している維持管理経費 

     ・ 施設を耐用年数経過時に単純更新した場合の見込み 

        ・ 長寿命化対策を反映した場合の見込み 

・ 対策の効果額 

※ 見込みについては、少なくとも 10年程度の期間 

 

   ③ 公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

以下の事項は、総合管理計画が、地方公共団体の有する全ての公共施

設等についての基本方針を定める計画であることを踏まえ、盛り込む

必要があること。 

     ・ 公共施設等の管理（点検・診断、維持管理・更新、安全確保、耐

震化、長寿命化、ユニバーサルデザイン化、統合・廃止）に係る方

針（指針 P.２～４ 第一 二（４）） 

・ 全庁的な取組体制の構築や PDCA サイクルの推進等に係る方針 

（指針 P.２ 第一 二（２）、P.４ 第一 二（５）） 

  

２ 記載が望ましい事項 

① 数値目標（指針 P.４、５ 第二 三、平成 30年４月通知 第一 二 ２） 

 以下の事項は、総合管理計画の進捗や効果等の評価に資することか

ら、盛り込むことが望ましいこと。 

   ・ 計画期間における公共施設の数・延べ床面積等に関する目標 

   ・ トータルコストの縮減・平準化に関する目標   等 

 

    ② 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針（指針 P.４ 第一 三） 

この事項は、総合管理計画が、個々の施設や施設類型（道路、学校、

病院等）をまたいだ優先順位や整備方針の検討に資する計画であること

を踏まえ、盛り込むことが望ましいこと。 

 

 ③ 地方公会計（固定資産台帳）の活用（指針 P.７ 第三 六） 

地方公会計の情報、特に固定資産台帳の情報は、公共施設マネジメン

トの推進に当たって前提となるものであり、その活用の考え方について
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盛り込むことが望ましいこと。なお、地方公会計の情報の適切な活用の

ためには、毎年度、決算年度の翌年度末までに固定資産台帳及び財務書

類を作成・更新することが適当であること。 

 

 ④ 保有する財産（未利用資産等）の活用や処分に関する基本方針 

    この事項は、用途廃止された資産や売却可能資産等について、効率的な

運用や売却等を行うことは、資産利用の最適化及び将来の維持管理等に

係る負担の軽減に資することから、盛り込むことが望ましいこと。 

 

３ 団体の状況に応じて記載する事項 

 ① 広域連携（指針 P.５ 第二 六） 

  団体内における集約化・複合化には一定の進捗が見られるが、より広域

での最適配置を図る観点から、複数団体の連携による取組も積極的に推

進することが重要であり、必要に応じ、広域連携の取組について盛り込む

ことが望ましいこと。なお、令和２年度から、公共施設等適正管理推進事

業債の集約化・複合化事業について、複数団体が連携して実施する取組に

おける実施主体を拡充していること。 

 

 ② 地方団体における各種計画、国管理施設との連携についての考え方 

  都市計画等の各種計画との整合性や、国が管理する施設との連携を図る

ことは重要であり、その団体の実情に応じて、盛り込むことが望ましいこ

と。 

 

第二 その他 

   総合管理計画の見直しの検討に当たっては、以下の点についても留意さ

れたいこと。 

 

  一 総合管理計画の見直しに係る財政措置 

    令和３年度に限り、市町村における総合管理計画の見直しに係る経費

（専門家の招へいに要する経費（旅費、報償費等）、計画の見直しに要す

る経費（委託料、印刷費等））について、特別交付税措置を講じることと

したこと。 

 

  二 「地方団体の経営・財務マネジメント強化事業」の創設 

    令和２年 12月 24日総財公第 147号、総財務第 124号「地方団体の『経

営・財務マネジメント強化事業』の創設について（周知）」のとおり、来

年度より、総務省と地方公共団体金融機構の共同事業として、団体の状況

や要請に応じ、総合管理計画の見直しも含めた政策テーマについて、アド

バイザーを派遣する事業を創設することとしたところであるため、活用

いただきたいこと。 
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  三 公共施設等適正管理推進事業債の今後のあり方 

    令和３年度までを事業期間とする公共施設等適正管理推進事業債の令

和４年度以降のあり方については、地方公共団体における総合管理計画

の見直し状況等も踏まえつつ、検討する予定であること。 
なお、令和３年度までに建設工事に着手した事業については、令和４年

度以降も現行と同様の地方財政措置を講ずることとしたこと。 
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総財務 第 43 号 

令和４年４月１日 

 

各都道府県財政担当部長 

各都道府県公共施設マネジメント担当部長 

各都道府県市区町村担当部長 

各指定都市財政担当局長 

各指定都市公共施設マネジメント担当局長 

     

 

総務省自治財政局財務調査課長   

（ 公 印 省 略 ）    

 

 

公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針の改訂等について 

 

 

公共施設等総合管理計画（以下「総合管理計画」という。）については、「経済

財政運営と改革の基本方針 2019～『令和』新時代：『Society5.0』への挑戦～」

（令和元年６月 21日閣議決定）や「令和３年度までの公共施設等総合管理計画の

見直しに当たっての留意事項について」（令和３年１月 26日付け総財務第６号総

務省自治財政局財務調査課長通知。以下「令和３年１月通知」という。）等を踏ま

え、各地方公共団体において、令和３年度中の見直しを進めていただいたところ

です。 

また、見直し後の総合管理計画に基づき、令和４年度以降も、地方公共団体

が、引き続き公共施設等の適正管理に積極的に取り組んでいけるよう、公共施設

等適正管理推進事業債について、令和８年度まで５年間事業期間を延長するとと

もに、対象事業の拡充を行いました。 

このような状況も踏まえ、令和４年度以降も、各地方公共団体において、見直

し後の総合管理計画の総合的かつ計画的な推進を図るとともに、総合管理計画に

ついて不断の見直しを実施し、充実させていくため、「公共施設等総合管理計画の

策定にあたっての指針」（平成 26年４月 22 日策定（平成 30年２月 27日改訂））

について、必要な見直しを行い、別添のとおり改訂しました。 

また、今後の総合管理計画の見直しに当たっての留意事項や、総合管理計画に

基づく取組等に係る財政措置等については、下記のとおりです。 

貴団体におかれては、本通知の趣旨を十分御理解いただくとともに、各都道府

県におかれては、貴都道府県内市区町村（指定都市を除く。）に対して本通知につ

いて速やかにご連絡いただき、通知の趣旨について適切に助言いただくようお願

いします。 

御中 
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なお、本通知は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 245条の４第１項

（技術的な助言）に基づくものです。 

また、地域の元気創造プラットフォームにおける調査・照会システムを通じ

て、各市区町村に対して、本通知についての情報提供を行っていることを申し添

えます。 

 

記 

 

第一 総合管理計画の見直しに当たっての留意事項 

令和３年度中に、令和３年１月通知を踏まえた総合管理計画の見直しを完了し

た地方公共団体については、令和４年度以降も、今般の改訂後の「公共施設等総

合管理計画の策定等に関する指針」（以下「指針」という。）等を踏まえ、各地方

公共団体における公共施設等の脱炭素化の推進方針や、総合管理計画及び個別施

設計画に基づき実施する点検・診断の結果を反映させるなど、不断の見直しを実

施し、順次充実させていくこと。 

新型コロナウイルス感染症の影響等により、やむを得ず総合管理計画の見直し

の完了が令和４年度以降となる地方公共団体については、適切に見直しを進め、

令和５年度末までに見直しを完了させること。見直しの際に盛り込むべき記載事

項等については、指針によるほか、令和３年１月通知と同様の考え方によること。 

なお、総合管理計画の見直しの状況等について、今後フォローアップを実施す

る予定であることにご留意いただきたいこと。 

 

第二 総合管理計画に基づく取組等に係る財政措置等について 

 一 公共施設等適正管理推進事業債の延長・拡充 

   令和４年度以降も、地方公共団体が、引き続き公共施設等の適正管理に積極

的に取り組んでいけるよう、公共施設等適正管理推進事業債について、令和８

年度まで５年間事業期間を延長し、長寿命化事業の対象施設に空港施設及びダ

ム（本体、放流設備等）を追加するとともに、脱炭素化事業（事業期間は令和

７年度まで）を新たに追加することとしたこと。 

   脱炭素化事業については、総合管理計画及び地球温暖化対策の推進に関する

法律（平成 10年法律第 117号）第 21条第１項に規定する地方公共団体実行計

画（同法第 21条第２項に掲げる事項について定める計画。以下「実行計画（事

務事業編）」という。）の双方に基づいて行われる事業が対象となること。ただ

し、総合管理計画又は実行計画（事務事業編）について、令和４年度中に策定

又は改訂を予定している場合には、協議等手続の時点で策定又は改訂が完了し

ていないときでも、総合管理計画又は実行計画（事務事業編）の策定又は改訂

に係る検討状況を記載した簡易な計画を作成することにより、総合管理計画又

は実行計画（事務事業編）の策定又は改訂に代えることができるものとしたこ

と。 
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 二 総合管理計画の見直しに係る財政措置 

   市町村における総合管理計画の見直しに係る経費（専門家の招へいに要する

経費（旅費、報償費等）、計画の見直しに要する経費（委託料、印刷費等））に

対する特別交付税措置を令和５年度まで延長することとしたこと。 

 

 三 「地方公共団体の経営・財務マネジメント強化事業」の継続  

   「令和４年度の「地方公共団体の経営・財務マネジメント強化事業」に係る

派遣申請の照会について（第１次）」（令和４年２月 28日付け総財公第 30号・

総財務第 11 号・地公機調第 149 号総務省自治財政局公営企業課長・財務調査

課長・地方公共団体金融機構地方支援部長通知）のとおり、公共施設マネジメ

ントの専門知識等を有するアドバイザーの派遣により、総合管理計画の見直

し・実行を支援することとしていること。 

   特に、課題達成支援事業の対象となっている市区町村については、都道府県

市区町村担当課からの積極的な働きかけを要請したところであるが、今後、申

請状況についてフォローアップを実施する予定であることにご留意いただき

たいこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

・総務省自治財政局財務調査課 
担当 佐藤係長、髙野主査、神田事務官  
TEL：03-5253-5647 
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（別添） 

公共施設等総合管理計画の策定等に関する指針 

 

平成 26年 4月 22日 

（平成 30年２月 27日改訂） 

（令和４年４月１日改訂） 

総   務   省 

 

我が国において公共施設等の老朽化対策が大きな課題となっておりますが、地

方公共団体においては、厳しい財政状況が続く中で、今後、人口減少等により公

共施設等の利用需要が変化していくことが予想されることを踏まえ、早急に公共

施設等の全体の状況を把握し、長期的な視点をもって、更新・統廃合・長寿命化

などを計画的に行うことにより、財政負担を軽減・平準化するとともに、公共施

設等の最適な配置を実現することが必要となっています。また、このように公共

施設等を総合的かつ計画的に管理することは、地域社会の実情にあった将来のま

ちづくりを進める上で不可欠であるとともに、昨今推進されている国土強靱化

（ナショナル・レジリエンス）にも資するものです。 

国においては、「経済財政運営と改革の基本方針～脱デフレ・経済再生～」（平

成 25 年 6 月 14 日閣議決定）において、「インフラの老朽化が急速に進展する

中、『新しく造ること』から『賢く使うこと』への重点化が課題である」とされ、

「日本再興戦略-JAPAN is BACK-」（平成 25 年 6 月 14 日閣議決定）においても、

「国、自治体レベルの全分野にわたるインフラ長寿命化計画（行動計画）を策定

する」とされたところです。 

平成 25 年 11 月には、この「日本再興戦略-JAPAN is BACK-」に基づき、「イン

フラ長寿命化基本計画」（平成 25 年 11 月 29 日インフラ老朽化対策の推進に関す

る関係省庁連絡会議決定）が策定され、地方公共団体においてもインフラ長寿命

化計画（行動計画）・個別施設ごとの長寿命化計画（個別施設計画）を策定するこ

と及びこれらの計画に基づき点検等を実施した上で適切な措置を講じることが期

待されています。 

 

 

第一 総合管理計画に記載すべき事項 

以下の項目について所要の検討を行い、その検討結果を公共施設等総合管理計

画（以下「総合管理計画」という。）に記載すること。 

一 公共施設等の現況及び将来の見通し 

以下の項目をはじめ、公共施設等 i及び当該団体を取り巻く現状や将来にわ

たる見通し・課題を客観的に把握・分析し、記載すること。なお、これらの把

握・分析は、公共施設等全体を対象とするとともに、その期間は、できるかぎ

り長期間であることが望ましいこと。⑶の中長期的な経費の見込みは、30年

程度以上の期間について、普通会計と公営事業会計、建築物とインフラ施設を
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区分し、維持管理・修繕 ii、改修 iii及び更新 iv等（以下「維持管理・更新等」

という。）の経費区分ごとに記載することが望ましいが、少なくとも 10年程度

の期間について記載すること。 

⑴ 公共施設等の状況（施設保有量とその推移、老朽化の状況、有形固定資 

産減価償却率の推移及び利用状況）及び過去に行った対策の実績 

⑵ 総人口や年代別人口についての今後の見通し 

⑶ 公共施設等の現在要している維持管理経費、維持管理・更新等に係る中長

期的な経費の見込み（施設を耐用年数経過時に単純更新した場合の見込み、

長寿命化対策を反映した場合の見込み及び対策の効果額）及びこれらの経費

に充当可能な地方債・基金等の財源の見込み等 

二 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針 

上記「一 公共施設等の現況及び将来の見通し」を踏まえ、以下の項目など

公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針を定めること。 

⑴ 計画策定年度、改訂年度及び計画期間 

計画策定年度、改訂年度及び計画期間について記載すること。なお、総

合管理計画は、当該団体の将来の人口や財政の見通し等をもとに長期的な

視点に基づき検討するものであるが、一方で、個別施設毎の長寿命化計画

（個別施設計画）に係る基本的な方針に関するものでもあることから、計

画期間については「一 公共施設等の現況及び将来の見通し」の期間に関

わらず設定する（ただし、少なくとも 10 年以上の計画期間とする）ことも

可能であること。 

⑵ 全庁的な取組体制の構築及び情報管理・共有方策 

公共施設等の管理については、現状、施設類型（道路、学校等）ごとに

各部局において管理され、必ずしも公共施設等の管理に関する情報が全庁

的に共有されていないことに鑑み、総合的かつ計画的に管理することがで

きるよう、全庁的な取組体制について記載すること。なお、情報の洗い出

しの段階から、公共施設等の情報を管理・集約するとともに、個別施設計

画の策定の進捗を管理し、総合管理計画の進捗状況の評価等を集約する部

署を定めるほか、部局横断的な施設の適正管理に係る取組を検討する場を

設けるなど、全庁的な体制を構築し取り組むことが望ましいこと。 

⑶ 現状や課題に関する基本認識 

当該団体としての現状や課題に対する認識（充当可能な財源の見込み等

を踏まえ、公共施設等の維持管理・更新等がどの程度可能な状況にある

か、総人口や年代別人口についての今後の見通しを踏まえた利用需要を考

えた場合、公共施設等の数量等が適正規模にあるかなど）を記載するこ

と。 

⑷ 公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

今後当該団体として、更新・統廃合・長寿命化など、どのように公共施

設等を管理していくかについて、現状や課題に対する認識を踏まえた基本

的な考え方を記載すること。また、将来的なまちづくりの視点から検討を
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行うとともに、PPPv/PFIviの活用などの考え方について記載することが望ま

しいこと。 

具体的には、以下の事項について考え方を記載すること。 

① 点検・診断等の実施方針 

今後の公共施設等の点検・診断等の実施方針について記載すること。 

なお、点検・診断等の履歴を集積・蓄積し、総合管理計画の見直しに反映

し充実を図るとともに、維持管理・更新等を含む老朽化対策等に活かして

いくべきであること。 

② 維持管理・更新等の実施方針 

維持管理・更新等の実施方針（予防保全型維持管理 viiの考え方を取り 

入れる、トータルコスト viiiの縮減・平準化を目指す、必要な施設のみ更

新するなど）などを記載すること。更新の方針については、⑧統合や廃止

の推進方針との整合性や公共施設等の供用を廃止する場合の考え方につい

て留意すること。 

なお、維持管理・更新等の履歴を集積・蓄積し、総合管理計画の見直し

に反映し充実を図るとともに、老朽化対策等に活かしていくべきであるこ

と。 

③ 安全確保の実施方針 

点検・診断等により高度の危険性が認められた公共施設等や老朽化等に

より供用廃止されかつ今後とも利用見込みのない公共施設等への対処方針

等、危険性の高い公共施設等に係る安全確保の実施方針について記載する

こと。 

④ 耐震化の実施方針 

公共施設等の平常時の安全だけでなく、災害時の拠点施設としての機能

確保の観点も含め、必要な公共施設等に係る耐震化の実施方針について記

載すること。 

⑤ 長寿命化の実施方針 

修繕又は予防的修繕等による公共施設等の長寿命化の実施方針について

記載すること。 

⑥ ユニバーサルデザイン化の推進方針 

「ユニバーサルデザイン 2020行動計画」（平成 29年２月 20日ユニバー

サルデザイン 2020関係閣僚会議決定）におけるユニバーサルデザインの

街づくりの考え方を踏まえ、公共施設等の計画的な改修等によるユニバー

サルデザイン化の推進方針について記載すること。 

⑦ 脱炭素化の推進方針 

地球温暖化対策計画（令和３年 10月 22日閣議決定）に即して策定し、

又は改訂する地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10年法律第 117

号）第 21条第１項に規定する地方公共団体実行計画（同法第 21条第２項

に掲げる事項について定める計画）の内容を踏まえ、公共施設等の計画的

な改修等による脱炭素化の推進方針について記載すること。 
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⑧ 統合や廃止の推進方針 

公共施設等の利用状況及び耐用年数等を踏まえ、公共施設等の供用を廃

止する場合の考え方や、現在の規模や機能を維持したまま更新することは

不要と判断される場合等における他の公共施設等との統合の推進方針につ

いて記載すること。 

なお、検討に当たっては、他目的の公共施設等や民間施設の利用・合築

等についても検討することが望ましいこと。 

⑨ 数値目標 

計画期間における公共施設の数・延べ床面積等に関する目標、トータル

コストの縮減・平準化に関する目標等について、数値目標を記載すること

が望ましいこと。     

⑩ 地方公会計（固定資産台帳等）の活用 

地方公会計の情報、特に固定資産台帳の活用の考え方について記載する

ことが望ましいこと。 

⑪ 保有する財産（未利用資産等）の活用や処分に関する基本方針 

用途廃止された資産や売却可能資産等の活用や処分に関する基本方針に

ついて記載することが望ましいこと。 

⑫ 広域連携 

複数団体による広域連携の取組について、団体の状況に応じ、記載する

ことが望ましいこと。 

⑬ 地方公共団体における各種計画及び国管理施設との連携 

都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第４条第１項に規定する都市計

画、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第 19

号）第８条第１項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画、公営企業に

おける経営戦略等の各種計画との整合性や、国が管理する施設との連携の

考え方について、団体の状況に応じ、記載することが望ましいこと。 

⑭ 総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針 

全職員を対象とした研修や担当職員の技術研修等の実施方針を記載する

ほか、適正管理に必要な体制について、民間も含めた体制整備の考え方も

記載することが望ましいこと。 

⑸ ＰＤＣＡサイクルの推進方針 

総合管理計画の進捗状況等について評価を実施し、当該評価の結果に基

づき総合管理計画を改訂する旨を記載すること。なお、ＰＤＣＡサイクル

の期間や手法、評価結果等の議会への報告や公表方法についても記載する

ことが望ましいこと。 

三 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 

上記「二 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針」中

⑶及び⑷の各項目のうち必要な事項について、施設類型（道路、学校等）の特

性を踏まえて記載することが望ましいこと。なお、個別施設計画との整合性に

留意すること。 
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第二 総合管理計画策定・改訂に当たっての留意事項 

総合管理計画の策定・改訂に当たっては、以下の事項について所要の検討を

行うことが適当であること。 

一 行政サービス水準等の検討 

公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進の前提として、当該団体として

あるべき行政サービス水準を検討することが望ましいこと。その上で、個別の

公共施設等において提供しているサービスの必要性について検討するに際して

は、当該サービスが公共施設等を維持しなければ提供不可能なものであるか

（民間代替可能性）など、公共施設等とサービスの関係について十分に留意す

ることが必要であること。 

二 公共施設等の実態把握及び総合管理計画の策定・充実 

総合管理計画は、策定・改訂の検討時点において把握可能な公共施設等の状

態（建設年度、利用状況、耐震化の状況、点検・診断の結果等）や取組状況

（点検・診断、維持管理・更新等の履歴等）を整理し、策定・改訂をされたい

こと。 

また、総合管理計画の内容については、策定後も、総合管理計画及び個別施

設計画の策定に伴い実施する点検・診断や個別施設計画に記載した対策の内容

等を反映させるなど、不断の見直しを実施し順次充実させていくことが適当で

あること。 

三 数値目標の設定とＰＤＣＡサイクルの確立 

総合管理計画の策定・改訂に当たっては、総合管理計画がまちづくりや住民

に提供する行政サービスにも影響を及ぼすものであることから、計画の実効性

を確保するため、計画期間における公共施設等の数・延べ床面積等に関する目

標やトータルコストの縮減・平準化に関する目標などについて、できるかぎり

数値目標を設定するなど、目標の定量化に努めること。なお、数値目標は特定

の分野のみを対象とすることなく、公共施設等の全体を対象とすることが望ま

しいこと。 

さらに、計画期間内の一定の期間で定めたＰＤＣＡサイクルの期間ごとに、

設定した数値目標に照らして取組を評価し、総合管理計画の改訂につなげてい

くなど、ＰＤＣＡサイクルの確立に努めること。 

四 議会や住民との情報共有等 

当該団体における公共施設等の最適な配置を検討するに当たっては、まちづ

くりのあり方に関わるものであることから、個別施設の老朽化対策等を行う事

業実施段階においてのみならず、総合管理計画の策定・改訂段階においても、

議会や住民への十分な情報提供等を行いつつ進めていくことが望ましいこと。 

五 PPP/PFI の活用について 

公共施設等の更新などに際しては、民間の技術・ノウハウ、資金等を活用す

ることが有効な場合もあることから、総合管理計画の検討に当たっては、

PPP/PFI の積極的な活用を検討されたいこと。また、公共施設等の情報を広く
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公開することが民間活力の活用にもつながることが予想されることから、公共

施設等に関する情報については、積極的な公開に努めること。 

六 市区町村域を超えた広域的な検討等について 

総合管理計画の策定・改訂に当たっては、市区町村間の広域連携を一層進め

ていく観点から、自団体のみならず、隣接する市区町村を含む広域的視野をも

って計画を検討することが望ましいこと。 

また、都道府県にあっては、圏域の市区町村の公共施設等も念頭に広域的視

野をもって総合管理計画を検討することが望ましいこと。 

七 合併団体等の取組について 

合併団体においては、公共施設等の統廃合の難航等が課題となっているこ

と、また、過疎地域等においては、都市部と比べ人口減少や高齢化が急激に進

んでいることなど、公共施設等を建設した当時と比較して環境が大きく変化し

ている場合も多いことから、特に早急に総合管理計画を策定し、計画に基づく

公共施設等の適正管理の取組を進めていくことが望ましいこと。 

 

第三 その他 

公共施設等の総合的かつ計画的な管理により老朽化対策等を推進するに当た

っては、第二の留意事項のほか、以下の点についても留意されたいこと。 

一 「インフラ長寿命化基本計画」について 

「インフラ長寿命化基本計画」においては、地方公共団体において、インフ

ラの維持管理・更新等を着実に推進するための中期的な取組の方向性を明らか

にするインフラ長寿命化計画（行動計画）及び個別施設毎の具体の対応方針を

定める個別施設毎の長寿命化計画（個別施設計画）を策定することとされてい

るが、総合管理計画は、この行動計画に該当するものであること。 

なお、「インフラ長寿命化基本計画」においては、地方公共団体をはじめと

する各インフラの管理者への支援として、国が有する技術的知見やノウハウを

提供することが定められており、また、個別施設計画の策定に当たっては、各

インフラの所管省庁より技術的助言等が実施されており、個別施設計画の策定

のためのマニュアル・ガイドライン等については、総務省のホームページ

（http://www.soumu.go.jp/iken/koushinhiyou/kobetu-keikaku_manual-

guideline/index.html）に掲載しているので、参考にされたいこと。 

二 公共施設マネジメントの取組状況等に係る情報について 

各地方公共団体における総合管理計画の策定・改訂に当たっては、先進団体

の事例や各団体の総合管理計画の主な記載事項等をとりまとめた一覧表等を総

務省のホームページ（http://www.soumu.go.jp/iken/koushinhiyou.html）に

掲載しているので参考にされたいこと。 

三 総合管理計画に基づく取組に係る財政措置について 

公共施設等適正管理推進事業債において、総合管理計画に基づく集約化・複

合化事業、長寿命化事業等について、地方財政措置が講じられていること。 

四 地方公会計（固定資産台帳等）の活用 
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地方公会計の情報、特に固定資産台帳の情報は、公共施設マネジメントの推

進に当たっての前提となるものであり、毎年度、遅くとも決算年度の翌年度末

までに適切に更新することが求められる。点検・診断や維持管理・更新等の履

歴など公共施設マネジメントに資する情報を固定資産台帳に追加するなど、公

共施設マネジメントに資する情報と固定資産台帳の情報を紐付けることによ

り、保有する公共施設等の情報の管理を効率的に行うことが望ましいこと。 

固定資産台帳及び財務書類から得られる情報は、公共施設等の維持管理・更

新等に係る中長期的な経費の見込みの精緻化に活用できるほか、事業別・施設

別のセグメント分析を行うことなどにより、各事業・施設について効率的・効

果的な対策の検討を可能にするものであり、総合管理計画に基づく具体的な取

組等の検討においても、公共施設等の適正管理に積極的に活用することが望ま

しいこと。 

 

i公共施設等･･･公共施設、公用施設その他の当該地方公共団体が所有する建築物その他の工作物をいう。具体

的には、いわゆるハコモノの他、道路・橋りょう等の土木構造物、公営企業の施設（上水道、

下水道等）、プラント系施設（廃棄物処理場、斎場、浄水場、汚水処理場等）等も含む包括的な

概念である。なお、地方独立行政法人が保有する施設など、当該地方公共団体が所有していな

いが、維持管理・更新費等の財政負担を負うことが見込まれる施設を含む。 
ii維持管理・修繕…施設、設備、構造物等の機能の維持のために必要となる点検・調査、補修、修繕などをい

う。なお、補修、修繕については、補修、修繕を行った後の効用が当初の効用を上回らな

いものをいう。例えば、法令に基づく法定点検や施設管理者の判断で自主的に行う点検、

点検結果に基づく消耗部品の取替え等の軽微な作業、外壁コンクリートの亀裂の補修等を

行うこと。 
iii改修…･公共施設等を直すこと。なお、改修を行った後の効用が当初の効用を上回るものをいう。例えば、

耐震改修、長寿命化改修など。転用も含む。 
iv更新…老朽化等に伴い機能が低下した施設等を取り替え、同程度の機能に再整備すること。除却も含む。 
vPPP･･･Public Private Partnership の略。公共サービスの提供に民間が参画する手法を幅広く捉えた概念

で、民間資本や民間のノウハウを利用し、効率化や公共サービスの向上を目指すもの。 
viPFI･･･Private Finance Initiative の略。公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及

び技術的能力を活用することで、効率化やサービス向上を図る公共事業の手法をいう。 
vii予防保全型維持管理･･･損傷が軽微である早期段階に予防的な修繕等を実施することで、機能の保持・回復

を図る管理手法をいう。（（参考）事後的管理･･･施設の機能や性能に関する明らかな

不都合が生じてから修繕を行う管理手法をいう。） 
viiiトータルコスト･･･中長期にわたる一定期間に要する公共施設等の建設、維持管理、更新等に係る経費の合

計をいう。 
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